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■地主や住人と円滑に話を進めるコツは？

■借地上で建替える場合、地主さんの承諾は必要？

■住人に立ち退きをしてもらうためにお金は必要？

■立ち退きって、どのような流れで話が進んでいくの？

■立ち退きのお願いって必ず応じなければならない？

■引越し先が見つからないのですが……

令和3年度 目黒区不燃化セミナー

アパートの建替え・立ち退きについて、大家・住人それぞれのお悩みを解決！

×

動画で解決！
落語家×弁護士のお悩み相談室

東京都 都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課　　電話：03-5320-5142

土 金

不燃化セミナー

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/mokumitu/seminar.html

相続・不動産の実務をしながら難しい話を落語形式で解説
する講演は北海道から九州まで年間140回を超える。

借地相談室を主宰、多くの木造住宅地の居住者の悩みに
寄り添う木造密集地の知恵袋。

2022年

2月19日　　～ 3月4日

目黒区

大
家
編

住
人
編

配信に関するお問合せ



対象地：目黒区目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目（1～24・29・30番）

不燃化特区制度を
活用しよう！

ふ ねん か とっく

制度に関するお問合せ
目黒区 街づくり推進部 木密地域整備課

電話：03-5722-9657
FAX：03-5722-9239

目黒区　不燃化特区

除却助成
上限８０万円

建替え助成
最大３６０万円程度

仮住居費助成
住替え助成

引越し費用
：上限１０万円
家賃費用（３か月）
：上限３０万円

専門家派遣

不燃化特区？
どんな制度なの？

古い建物を
取り壊す前に
専門家に話を
聞きたいな？

老朽建築物の建替えに制度を
活用できる可能性があります
詳しい条件は
　　お問合せください。

１回につき相談は２時間
（年５回）

・弁護士
・税理士
・一級建築士

老朽建築物

不燃化住宅

建替え

建設
更地

※過去5年以内に
老朽建築物を除却した土地

老朽建築物

老朽建築物
の除却

更地
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